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く ら し の 情 報

加入者
（人）

前月比
（人）

人口に対する
加入率

総医療費
（円）

１人当り医療費
（円） 前月比

医科入院の１件
当り医療費（円）
（県平均）

医科入院外の１件
当り医療費（円）
（県平均）

国　保
（一般） ４，８４８ ０ ２６．８％ １４４，８６０，３７８ ２９，８８０ １０５．０％ ４５５，１９５

（５２７，１１３）
１４，１２７
（１３，９４４）

国　保
（退職※１） １６３ △６ ０．９％ ４，２６１，８７０ ２６，１４６ ６１．９％ ２２１，８７０

（５６６，１９０）
１７，８３２
（１５，７０４）

平成２８年９月の加入者及び医療費状況（９月末人口：１８，１１１人）

※１）厚生年金や共済年金の老齢年金を受けている６５歳未満の被保険者の方で、その年金制度への加入期間が２０年以
上ある方、若しくは、４０歳以降１０年以上の加入期間がある方とその方に扶養されている方が該当となります。

嵐
山
町
の
医
療
費
状
況

町民課

お
医
者
さ
ん
の
か
か
り

方
を
見
直
し
ま
し
ょ
う

町民課
　

あ
な
た
の
お
医
者
さ
ん
の
か
か
り

方
は
大
丈
夫
で
す
か
？
正
し
い
受
診

を
心
が
け
て
、
医
療
費
の
節
約
と
医

療
体
制
の
充
実
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。

①
休
日
や
夜
間
の
受
診
を
見
直
し
ま

し
ょ
う

　

休
日
や
夜
間
の
受
診
は
、
割
増
料

金
が
か
か
り
医
療
費
の
増
加
に
つ
な

が
り
ま
す
。
ま
た
、
軽
症
の
人
の
救

急
医
療
受
診
が
、
緊
急
性
の
高
い
重

症
の
人
の
治
療
に
支
障
を
き
た
し
て

い
ま
す
。
受
診
の
前
に
、
平
日
の
時

間
内
に
受
診
で
き
な
い
か
、
も
う
一

度
考
え
て
見
ま
し
ょ
う
。

②
重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

同
じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関
で

受
診
す
る「
重
複
受
診
」は
医
療
費
の

増
加
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
治
療
に

支
障
を
き
た
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

自
分
や
家
族
の
病
歴
や
普
段
の
健

康
状
態
を
把
握
し
て
く
れ
る
「
か
か

り
つ
け
医
」
が
い
る
と
安
心
で
す
。

③
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医

薬
品
）
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

　

自
己
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
医
療
費
全
体
の
抑
制
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。
使
っ
て
み
た
い
と
思

い
ま
し
た
ら
、ま
ず
は
、か
か
り
つ
け

医
や
薬
剤
師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

町
民
課　
保
険
・
年
金
担
当

　

☎
６２

−

２
１
５
４

川
越
年
金
事
務
所　

年
金
相
談
業
務
等
の

時
間
延
長
の
お
知
ら
せ

川越年金事務所
　

川
越
年
金
事
務
所
で
は
、
年
金
相

談
窓
口
の
時
間
延
長
及
び
第
２
土
曜

日
の
開
庁
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

•
平
日
開
庁

　

８
時
３０
分
〜
１７
時
１５
分

•

１９
時
ま
で
延
長

　

１
月
１０
日（
火
）、
１６
日（
月
）、

　

２３
日（
月
）、
３０
日（
月
）

•
第
２
土
曜
日
開
庁

　

１
月
１４
日
（
土
曜
日
の
受
付
は
９

時
３０
分
か
ら
１６
時
ま
で
で
す
。）

問
合
せ　

川
越
年
金
事
務
所

　

☎
０
４
９

−

２
４
２

−

２
６
５
７

源
泉
徴
収
票
が
送
付

さ
れ
ま
す

町民課
　

老
齢
も
し
く
は
退
職
を
支
給
事
由

と
す
る
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に
、

日
本
年
金
機
構
よ
り
「
公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票
」
が
１
月
中
旬
か
ら

下
旬
に
か
け
て
順
次
送
付
さ
れ
ま

す
。
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

る
支
払
金
額
は
、
介
護
保
険
料
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
等
を
天
引
き

す
る
前
の
金
額
と
な
り
、
実
際
の
支

給
額
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

こ
の
源
泉
徴
収
票
は
、
所
得
税
の

２０
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

新
成
人
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ

町民課Ｑ　

国
民
年
金
に
は
ど
ん
な
人
が
加

入
す
る
の
？

Ａ　

国
民
年
金
に
は
、
日
本
に
住
む

２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人

が
加
入
し
ま
す
。
職
業
に
よ
っ
て
次

の
３
つ
の
種
類
（
被
保
険
者
）
に
分

け
ら
れ
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者
・
・
・
学
生
、
フ

リ
ー
タ
ー
、
自
営
業
者
な
ど
（
第

２
号
・
第
３
号
以
外
の
人
は
収
入

の
有
無
に
関
わ
ら
ず
第
１
号
被
保

険
者
に
な
り
ま
す
）

第
２
号
被
保
険
者
・
・
・
会
社
員
や

公
務
員
な
ど

第
３
号
被
保
険
者
・
・
・
第
２
号
被

保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
Ｑ　

年
金
っ
て
若
い
と
き
に
も
関
係

あ
る
の
？

Ａ　

国
民
年
金
は
老
後
の
生
活
保
障

だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気
や
ケ

ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
の
障
害
基

礎
年
金
や
、
一
家
の
働
き
手
が
亡
く

な
っ
た
と
き
に
残
さ
れ
た
家
族
を
支

え
る
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
、
あ
な
た

や
あ
な
た
の
家
族
を
守
っ
て
く
れ
ま

す
。

Ｑ　

保
険
料
は
い
く
ら
？
ど
う
や
っ

て
納
め
る
の
？

Ａ　

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

は
、
１
か
月
１
６
、２
６
０
円
（
平

成
２８
年
度
額
）
で
す
。
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納

め
ら
れ
る
納
付
書
が
送
ら
れ
て
き
ま

す
。
ま
た
、
口
座
振
替
を
利
用
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

Ｑ　

収
入
が
な
く
て
保
険
料
を
納
め

ら
れ
な
い
・
・
・

Ａ　

学
生
の
方
や
収
入
が
少
な
く
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
の
場
合

は
、「
学
生
納
付
特
例
」
や
「
若
年

者
納
付
猶
予
」
な
ど
保
険
料
の
支
払

を
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
役
場
町
民
課
窓
口
で
国
民
年
金

の
加
入
手
続
き
と
併
せ
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
い
ず
れ
も
前
年
所
得
に

よ
る
審
査
が
あ
り
ま
す
が
、
納
め
ら

れ
な
い
と
き
は
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、

ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

町
民
課　
保
険
・
年
金
担
当

　

☎
６２

−

２
１
５
４

確
定
申
告
の
際
に
、
添
付
書
類
と
し

て
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に

保
管
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
を

受
け
て
い
る
方
に
は
、
源
泉
徴
収
票

は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

源
泉
徴
収
票
を
紛
失
さ
れ
た
場
合

等
に
関
す
る
ご
質
問
は
、
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０

−

０
５

−

１
１
６
５

（
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は

☎
０
３

−

６
７
０
０

−

１
１
６
５
）

　

認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
、

専
門
職
や
地
域
の
方
々
な
ど
、

ど
な
た
で
も
気
軽
に
集
え
る
カ

フ
ェ
、「
嵐
カ
フ
ェ
」
を
平
成

２９
年
１
月
よ
り
、
始
め
ま
す
。

開
催
日

•
１
月
１６
日（
月
）

•
２
月
２３
日（
木
）

•
３
月
２３
日（
木
）

※
毎
月
１
回
で
す
。

　

開
催
日
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
広
報
等
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

時
間　

１０
時
〜
１５
時

場
所

　

嵐
山
町
役
場
町
民
ホ
ー
ル

「
嵐ら
ん

カ
フ
ェ
」
を

　
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

リ
ハ
ビ
リ
相
談
の
ご
案
内

※
状
況
に
応
じ
て
ロ
ビ
ー
を
利

用
対
象

•
認
知
症
の
方
と
そ
の
家
族
の

方
•
認
知
症
に
関
す
る
相
談
を
ご

希
望
の
方

•
そ
の
他
、
ど
な
た
で
も
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

参
加
費　

２
０
０
円

※
嵐
カ
フ
ェ
の
参
加
費
と
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

※
飲
み
物
（
無
料
）
を
用
意
し

て
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

内
容

　

お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
ゆ
っ

く
り
す
る
も
よ
し
、
お
し
ゃ
べ

り
す
る
も
よ
し
、
認
知
症
に
関

す
る
相
談
、
認
知
症
介
護
者
同

士
の
情
報
交
換
、
休
憩
の
場
と

し
て
も
よ
し
の
カ
フ
ェ
で
す
。

　

認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員

が
対
応
し
ま
す
。

　
「
嵐
カ
フ
ェ
」
オ
ー
プ
ン
に

伴
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ

フ
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員　

若
干
名

募
集
要
件

•
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
を
受
講
さ
れ
た
方

•
町
内
の
各
種
介
護
予
防
事
業

等
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
方
（
ボ
ー
ル
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
・
脳
の
健
康
教

室
サ
ポ
ー
タ
ー
等
）

活
動
時
間

①
前
半
９
時
３０
分
〜
１２
時
３０
分

②
後
半
１２
時
３０
分
〜
１５
時
３０
分

※
交
代
制
で
す
。

　

①
ま
た
は
②
の
時
間
帯
に
お

手
伝
い
を
お
願
い
し
ま
す
。

謝
礼

　

５
０
０
円
（
地
域
商
品
券
）

※
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
報
償
は
地
域

商
品
券
に
な
り
ま
す
。

※
そ
の
他
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

理
学
療
法
士
に
よ
る
リ
ハ
ビ

リ
相
談
を
行
い
ま
す
。

日
程　

２
月
２８
日（
火
）

時
間　

１３
時
３０
分
〜
１５
時

※
１
日
３
名
ま
で
（
先
着
順
）

　

３０
分
ご
と
に
受
付
を
行
い
ま

す
。

場
所

　

嵐
山
町
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー

対
象

　

お
お
む
ね
６５
歳
以
上
で
以
下

に
該
当
す
る
方

•
腰
痛
や
膝
な
ど
の
関
節
痛
、

肩
こ
り
な
ど
の
症
状
に
お
悩

み
の
方

•
最
近
、
転
び
や
す
く
な
っ
た

り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
段
差
に

つ
ま
ず
き
や
す
く
な
っ
た
方

•
骨
折
や
人
工
関
節
手
術
な
ど

を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
現

在
リ
ハ
ビ
リ
を
し
て
い
な
い

方

•
体
力
維
持
の
た
め
の
体
操
に

取
り
組
み
た
い
方
な
ど

内
容

•
簡
単
な
運
動
機
能
の
チ
ェ
ッ

ク
、
か
ら
だ
の
動
き
の
確
認

•
気
に
な
る
部
分
の
相
談

•
ご
自
宅
で
で
き
る
ス
ト
レ
ッ

チ
や
体
操
な
ど
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
行
い
ま
す
。

※
理
学
療
法
士
と
保
健
師
が
対

応
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

費
用　

無
料

申
込
み

　

実
施
日
の
２
週
間
前
ま
で
に

電
話
に
て
、
嵐
山
町
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

「
嵐ら
ん

カ
フ
ェ
」

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
募
集


